
府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号
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横断歩道

京都府木津川市相楽台５、９丁目地内

提案場所は、木津川市南部の府道相楽台相楽線

と住宅内道路が交差する十字路である。

近鉄高の原駅に向かう車が増えており、朝夕は小

学生等の横断も多くなるため横断歩道の設置を要望

（受付番号311）

＜不採択＞提案場所の東方約70ｍ、西方約150ｍに信号機が設置
がされており、同所より横断が可能である。また、横断するタイ

ミングも充分に取れる交通量で、必要性は低いため実施しない。
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